
小樽市職員の懲戒処分について 

 

 

 下記の事案につきまして、関係職員の懲戒処分を行いました。 

 

記 

懲戒処分年月日 令和３年３月２２日 

懲戒処分の内容、職員

の職及び年代 

戒告（主事職 ２０代） 

概要等 医療保険部の職員が、令和２年６月１９日（金）から

同年７月１日（水）までの９日間、正当な理由なく私事

欠勤をした。 

 

 

懲戒処分年月日 令和３年３月３０日 

懲戒処分の内容、職員

の職及び年代 

戒告（主事職 ２０代） 

概要等 平成２９年度及び平成３０年度に福祉部生活支援第１

課で勤務していた際に、収入申告書等が提出されていた

にもかかわらず、それらの処理を怠ったほか、平成３１

年度の人事異動の際、処理すべきであった収入申告書等

の公文書を持ち出し、その結果として、現在判明してい

るもので、９世帯、１１件の５０７，４０５円が過支給、

１０世帯、１１件の１１５，２３８円の追支給を生じさ

せた。 

      

 

 


